
 

議案第１４９号 

さいたま市情報公開条例等の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市情報公開条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年１１月３０日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市情報公開条例等の一部を改正する条例 

（さいたま市情報公開条例の一部改正） 

第１条 さいたま市情報公開条例（平成１３年さいたま市条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （行政情報の開示義務）  （行政情報の開示義務） 
第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開

示請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報（

以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録

されている場合を除き、開示請求者に対し、当該

行政情報を開示しなければならない。 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開

示請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報（

以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録

されている場合を除き、開示請求者に対し、当該

行政情報を開示しなければならない。 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 ⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く。）であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文

書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若し

くは記録され、又は音声、動作その他の方法を

用いて表された一切の事項をいう。次条第２項

において同じ。）により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と照合することに

より特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）又は特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、なお

個人の権利利益を害するおそれがあるもの。た

だし、次に掲げる情報を除く。 

 ⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く。）であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文

書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若し

くは記録され、又は音声、動作その他の方法を

用いて表された一切の事項をいう。次条第２項

において同じ。）により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と照合することに

より特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）又は特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、なお

個人の権利利益を害するおそれがあるもの。た

だし、次に掲げる情報を除く。 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和   ウ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和２



 

２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定 

する国家公務員（独立行政法人通則法（平成 

１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定 

する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、

独立行政法人等（独立行政法人等の保有する 

情報の公開に関する法律（平成１３年法律第 

１４０号）第２条第１項に規定する独立行政 

法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第２条に規定する地方公務員並びに地方独立 

行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年 

法律第１１８号）第２条第１項に規定する地 

方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員 

及び職員をいう。）である場合において、当 

該情報がその職務の遂行に係る情報であると 

きは、当該情報のうち、当該公務員等の職及 

び当該職務遂行の内容に係る部分並びに当該 

公務員等の氏名に係る部分であって公にして 

も当該公務員等の個人の権利利益を害するお 

それがないと認められるもの 

２年法律第１２０号）第２条第１項に規定す

る国家公務員及び地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２条に規定する地方公務

員をいう。）である場合において、当該情報

がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職

務遂行の内容に係る部分並びに当該公務員の

氏名に係る部分であって公にしても当該公務

員の個人の権利利益を害するおそれがないと

認められるもの 

 ⑶ 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地

方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下

「法人等」という。）に関する情報又は事業を

営む個人の当該事業に関する情報であって、次

に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活

又は財産を保護するため、公にすることが必要

であると認められる情報を除く。 

 ⑶ 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除

く。以下「法人等」という。）に関する情報又

は事業を営む個人の当該事業に関する情報であ

って、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健

康、生活又は財産を保護するため、公にするこ

とが必要であると認められる情報を除く。 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

 ⑷ 市及び国等（国、独立行政法人等、他の地方

公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下同

じ。）の内部又は相互間における審議、検討又

は協議に関する情報であって、公にすることに

より、率直な意見の交換若しくは意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の

間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不

当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそ

れがあるもの 

 ⑷ 市及び国等（国又は他の地方公共団体をいう。

以下同じ。）の内部又は相互間における審議、 

検討又は協議に関する情報であって、公にする 

ことにより、率直な意見の交換若しくは意思決 

定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に 

市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の 

者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ 

すおそれがあるもの 

 ⑸～⑺ ［略］  ⑸～⑺ ［略］ 

 ⑻ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）第６０条第３項に規定する行政機

関等匿名加工情報（同条第４項に規定する行政

機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに

限る。以下この号において「行政機関等匿名加

工情報」という。）又は行政機関等匿名加工情

報の作成に用いた同条第１項に規定する保有個

人情報から削除した同法第２条第１項第１号に

規定する記述等若しくは同条第２項に規定する

個人識別符号 
 

 



 

（さいたま市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第２条 さいたま市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１３年さいたま市条例

第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （設置）  （設置） 

第１条 さいたま市情報公開条例（平成１３年さい

たま市条例第１７号。以下「情報公開条例」とい

う。）第１９条並びに個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保

護法」という。）第１０５条第３項において準用

する同条第１項及びさいたま市議会の個人情報の

保護に関する条例（令和４年さいたま市条例第  

 号。以下「市議会個人情報保護条例」という。 

）第４７条の規定に基づく諮問に応じて、審査請 

求について審査するため、さいたま市情報公開・ 

個人情報保護審査会（以下「審査会」という。） 

を設置する。 

第１条 さいたま市情報公開条例（平成１３年さい

たま市条例第１７号。以下「情報公開条例」とい

う。）第１９条及びさいたま市個人情報保護条例

（平成１３年さいたま市条例第１８号。以下「個

人情報保護条例」という。）第３０条の規定に基

づく諮問に応じて、審査請求について審査するた

め、さいたま市情報公開・個人情報保護審査会（

以下「審査会」という。）を設置する。 

 

  

（定義）  （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 実施機関 さいたま市個人情報の保護に関す 
る法律施行条例（令和４年さいたま市条例第  
 号）第３条第１項に規定する実施機関をいう。

⑵ 行政情報 情報公開条例第２条第２号に規定 
する行政情報をいう。 

 

⑶ 保有個人情報 個人情報保護法第６０条第１ 
項及び市議会個人情報保護条例第２条第４項に 
規定する保有個人情報をいう。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
⑴ 実施機関 情報公開条例第２条第１号及び個 
人情報保護条例第２条第３号に規定する実施機 
関をいう。 

⑵ 行政情報 情報公開条例第２条第２号及び個 
人情報保護条例第２条第８号に規定する行政情 
報をいう。 

⑶ 個人情報 個人情報保護条例第２条第１号に 
規定する個人情報をいう。 

  
（調査権限） （調査権限） 

第７条 審査会は、必要があると認めるときは、実

施機関に対しては情報公開条例第１１条の決定（

以下「行政情報開示決定等」という。）に係る行

政情報又は個人情報保護法第８２条の決定（以下

「保有個人情報開示決定等」という。）、個人情

第７条 審査会は、必要があると認めるときは、実

施機関に対し、情報公開条例第１１条各項の決定

（以下「行政情報開示決定等」という。）に係る

行政情報又は個人情報保護条例第１８条各項の決

定（以下「個人情報開示決定等」という。）に係



 

報保護法第９３条の決定（以下「訂正決定等」と

いう。）若しくは個人情報保護法第１０１条の決

定（以下「利用停止決定等」という。）に係る保

有個人情報の提示を、議会に対しては行政情報開

示決定等に係る行政情報又は市議会個人情報保護

条例第２６条の決定（以下「議会保有個人情報開

示決定等」という。）、市議会個人情報保護条例 

第３６条の決定（以下「議会訂正決定等」という。

 ）若しくは市議会個人情報保護条例第４３条の決

定（以下「議会利用停止決定等」という。）に係

る保有個人情報の提示を求めることができる。こ

の場合においては、何人も、審査会に対し、その

提示された行政情報及び保有個人情報の開示を求

めることができない。 
２ 実施機関及び議会は、審査会から前項の規定に

よる求めがあったときは、これを拒んではならな

い。 
３ 審査会は、必要があると認めるときは、実施機

関に対しては行政情報開示決定等に係る行政情報

又は保有個人情報開示決定等、訂正決定等若しく

は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を、

議会に対しては行政情報開示決定等に係る行政情

報又は議会保有個人情報開示決定等、議会訂正決

定等若しくは議会利用停止決定等に係る保有個人

情報の内容を審査会の指定する方法により分類又

は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう

求めることができる。 
４ 審査会は、審査のために必要があると認めると

きは、審査請求人、参加人（行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第１３条第４項に規定す

る参加人をいう。以下同じ。）、関係実施機関及

び議会の職員その他の関係者に対し、出席を求め

て意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提

出を求めることその他必要な調査をすることがで

きる。 

る個人情報若しくは同条例第２６条第１項若しく

は第２項の決定（以下「訂正決定等」という。）

に係る個人情報の提示を求めることができる。こ

の場合においては、何人も、審査会に対し、その

提示された行政情報及び個人情報の開示を求める

ことができない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 実施機関は、審査会から前項の規定による求め

があったときは、これを拒んではならない。 
 
３ 審査会は、必要があると認めるときは、実施機

関に対し、行政情報開示決定等に係る行政情報又

は個人情報開示決定等若しくは訂正決定等に係る

個人情報の内容を審査会の指定する方法により分

類又は整理した資料を作成し、審査会に提出する

よう求めることができる。 
 
 
 
 
４ 審査会は、審査のために必要があると認めると

きは、審査請求人、参加人（行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第１３条第４項に規定す

る参加人をいう。以下同じ。）、関係実施機関の

職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若

しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求め

ることその他必要な調査をすることができる。 

  
 （意見の陳述）  （意見の陳述） 
第８条 審査会は、審査請求人、参加人、情報公開

条例第１９条第１項の規定により審査会に諮問を

した審査庁、個人情報保護法第１０５条第３項に

おいて準用する同条第１項の規定により審査会に

諮問をした実施機関又は市議会個人情報保護条例

第４７条の規定により審査会に諮問をした議長（

以下「審査請求人等」という。）から申立てがあ

ったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述

べる機会を与えなければならない。ただし、審査

会が、その必要がないと認めるときは、この限り

でない。 

第８条 審査会は、審査請求人、参加人又は情報公

開条例第１９条第１項若しくは個人情報保護条例

第３０条第１項の規定により審査会に諮問をした

審査庁（以下「審査請求人等」という。）から申

立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で

意見を述べる機会を与えなければならない。ただ

し、審査会が、その必要がないと認めるときは、

この限りでない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 
  



 

（さいたま市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正） 

第３条 さいたま市情報公開・個人情報保護審議会条例（平成１３年さいたま市条例

第２０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （設置）  （設置） 
第１条 さいたま市情報公開条例（平成１３年さい

たま市条例第１７号。以下「情報公開条例」とい

う。）に基づく情報公開制度並びに個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「個人情報保護法」という。）、さいたま市個人

情報の保護に関する法律施行条例（令和４年さい

たま市条例第  号。以下「個人情報保護法施行

条例」という。）及びさいたま市議会の個人情報

の保護に関する条例（令和４年さいたま市条例第 

  号。以下「市議会個人情報保護条例」という。

）に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運 

営を図るため、さいたま市情報公開・個人情報保 

護審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

第１条 さいたま市情報公開条例（平成１３年さい

たま市条例第１７号。以下「情報公開条例」とい

う。）に基づく情報公開制度及びさいたま市個人

情報保護条例（平成１３年さいたま市条例第１８

号。以下「個人情報保護条例」という。）に基づ

く個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図る

ため、さいたま市情報公開・個人情報保護審議会

（以下「審議会」という。）を設置する。 

  

（所掌事務）  （所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、

答申する。 

第２条 審議会は、実施機関（情報公開条例第２条

第１号及び個人情報保護条例第２条第３号に規定

する実施機関をいう。以下同じ。）の諮問に応じ

て、次に掲げる事項について審議し、答申する。 

⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

⑵ 情報公開条例並びに個人情報保護法、個人情 

報保護法施行条例及び市議会個人情報保護条例 

の規定により審議会の意見を聴くこととされた 

事項 

 ⑶ 行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２８条第１項に規定する評価書に

ついて、特定個人情報保護評価に関する規則（

平成２６年特定個人情報保護委員会規則第１号

）第７条第４項の規定により意見を聴くことと

された事項 

⑵ 情報公開条例及び個人情報保護条例の規定に 

より実施機関が審議会の意見を聴くこととされ 

た事項 

２ 審議会は、個人情報保護法施行条例又は市議会 ２ 審議会は、個人情報保護条例の規定により実施



 

個人情報保護条例の規定により審議会に報告する

こととされた事項の報告を受ける。 

機関が審議会に報告することとされた事項の報告

を受ける。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

  

（職務権限）  （職務権限） 

第７条 審議会は、審議のため必要があると認める

ときは、関係実施機関（個人情報保護法施行条例

第３条第１項に規定する実施機関をいう。）及び

議会の職員その他の関係者に対し、出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出

を求めることができる。 

第７条 審議会は、審議のため必要があると認める

ときは、関係実施機関の職員その他の関係者に対

し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は

必要な資料の提出を求めることができる。 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市情報公開条例第７条の規定は、この条例

の施行の日以後の行政情報の開示の請求（以下「開示請求」という。）について適

用し、同日前の開示請求については、なお従前の例による。 

 

 


